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議案第１８号

南丹市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

上記の議案を提出する。

令和８年２月２日提出

南丹市長 西村 良平

南丹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

南丹市消防団員等公務災害補償条例(平成18年南丹市条例第230号)の一部を次のよ

うに改正する。

現行 改正後（案）

(補償基礎額) (補償基礎額)

第5条 （略） 第5条 （略）

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによ

る。

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによ

る。

(1) （略） (1) （略）

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しく

は水防従事者又は応急措置従事者(以下「消

防作業従事者等」という。)が消防作業等に

従事し、若しくは救急業務に協力し又は応

急措置の業務に従事したことにより死亡

し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に

協力し、又は応急措置の業務に従事したこ

とによる負傷若しくは疾病により死亡し、

若しくは障害の状態となった場合には、

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しく

は水防従事者又は応急措置従事者(以下「消

防作業従事者等」という。)が消防作業等に

従事し、若しくは救急業務に協力し又は応

急措置の業務に従事したことにより死亡

し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に

協力し、又は応急措置の業務に従事したこ

とによる負傷若しくは疾病により死亡し、

若しくは障害の状態となった場合には、
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9,700円 とする。ただし、その額が、その

者の通常得ている収入の日額に比して公正

を欠くと認められるときは、1万4,500円を

超えない範囲内においてこれを増額した額

とすることができる。

10,000円とする。ただし、その額が、その

者の通常得ている収入の日額に比して公正

を欠くと認められるときは、15,000円 を

超えない範囲内においてこれを増額した額

とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤

消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作

業従事者、救急業務協力者、水防従事者若し

くは応急措置従事者(以下「非常勤消防団員

等」という。)の事故発生日において、他に生

計のみちがなく主として非常勤消防団員等の

扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養

親族のある非常勤消防団員等については、前

項の規定による金額に、第1号に該当する扶養

親族については1人につき100円を、第2号に該

当する扶養親族については1人につき383円

を、第3号から第6号までのいずれかに該当す

る扶養親族については1人につき217円を、そ

れぞれ加算して得た額をもって補償基礎額と

する。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤

消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作

業従事者等

(以下「非常勤消防団員

等」という。)の事故発生日において、他に生

計のみちがなく主として非常勤消防団員等の

扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養

親族のある非常勤消防団員等については、前

項の規定による金額に、第1号に該当する扶養

親族については1人につき433円を、第2号から

第5号まで

のいずれかに該当す

る扶養親族については1人につき217円を、そ

れぞれ加算して得た額をもって補償基礎額と

する。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) （略） (1) （略）

(3) （略） (2) （略）

(4) （略） (3) （略）

(5) （略） (4) （略）

(6) （略） (5) （略）

4 （略） 4 （略）

(傷病補償年金) (傷病補償年金)

第8条の2 （略） 第8条の2 （略）
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2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病によ

る障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前

項第2号の傷病等級をいう。以下同じ。)のい

ずれかに該当するかに応じ、1年につき補償基

礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額

とする。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病によ

る障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前

項第2号の傷病等級をいう。以下同じ。)のい

ずれに 該当するかに応じ、1年につき補償基

礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額

とする。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

3・4 （略） 3・4 （略）

(障害補償) (障害補償)

第9条 非常勤消防団員等が公務により、又は消

防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力

し、又は応急措置の業務に従事したことによ

り、負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき

に次項に規定する障害等級に該当する程度の

障害が存する場合においては、市は、障害補

償として、同項に規定する第1級から第7級ま

での障害の等級に該当する障害があるときに

は、当該障害が存する期間、障害補償年金を

毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級

までの障害等級に該当する障害があるときに

は、障害補償一時金を支給する。

第9条 非常勤消防団員等が公務により、又は消

防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力

し、又は応急措置の業務に従事したことによ

り、負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき

に次項に規定する障害等級に該当する程度の

障害が存する場合においては、市は、障害補

償として、同項に規定する第1級から第7級ま

での障害等級 に該当する障害があるときに

は、当該障害が存する期間、障害補償年金を

毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級

までの障害等級に該当する障害があるときに

は、障害補償一時金を支給する。

2～9 （略） 2～9 （略）

(遺族補償年金) (遺族補償年金)

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権

利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当

するに至ったときは、消滅する。この場合に

おいて、同順位者がなくて後順位者があると

きは、次順位 に遺族補償年金を支給する。

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権

利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当

するに至ったときは、消滅する。この場合に

おいて、同順位者がなくて後順位者があると

きは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略）

2 （略） 2 （略）

(葬祭補償) (葬祭補償)
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第 18 条 非常勤消防団員等が公務により、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協

力し、若しくは応急措置の業務に従事したこ

とにより、死亡した場合においては、市は、

葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、

31 万 5,000 円に補償基礎額の 30 倍に相当す

る金額を加えた金額を支給する。

第 18 条 非常勤消防団員等が公務により、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協

力し、若しくは応急措置の業務に従事したこ

とにより、死亡した場合においては、市は、

葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、

315,000 円 に補償基礎額の 30 倍に相当す

る金額を加えた金額を支給する。

(損害補償の制限) (損害補償の制限)

第19条 非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為

若しくは重大な過失により、又は正当な理由

がなく 療養に関する指示に従わないことに

より、公務、消防作業等若しくは救急業務又

は応急措置の業務に係る負傷、疾病、障害若

しくは死亡若しくはこれらの原因となった事

故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しく

は救急業務又は応急措置の業務に係る負傷、

疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しく

はその回復を妨げたときは、市は、損害補償

の全部又は一部を行わないことができる。

第19条 非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為

若しくは重大な過失により、又は正当な理由

がなくて療養に関する指示に従わないことに

より、公務、消防作業等若しくは救急業務又

は応急措置の業務に係る負傷、疾病、障害若

しくは死亡若しくはこれらの原因となった事

故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しく

は救急業務又は応急措置の業務に係る負傷、

疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しく

はその回復を妨げたときは、市は、損害補償

の全部又は一部を行わないことができる。

別表(第5条関係) 別表(第5条関係)

補償基礎額表 補償基礎額表

備考 備考

1 （略） 1 （略）

階級 勤務年数

10年未満 10年以上20

年未満

20年以上

団長及び副

団長

円

12,900

円

13,700

円

14,500

分団長及び

副分団長

11,300 12,100 12,900

部長、班長

及び団員

9,700 10,500 11,300

階級 勤務年数

10年未満 10年以上20

年未満

20年以上

団長及び副

団長

円

13,340

円

14,170

円

15,000

分団長及び

副分団長

11,670 12,500 13,340

部長、班長

及び団員

10,000 10,840 11,670
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備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例による改正後の南丹市消防団員等公務災害補償条例第 5条第 2項及び第

3項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた南丹

市消防団員等公務災害補償条例第 5条第 1項に規定する損害補償（以下「損害補

償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条

例第 4条第 3号に規定する傷病補償年金、同条第 4号アに規定する障害補償年金及

び同条第 6号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）につ

いて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除

く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等に

ついては、なお従前の例による。

2 （略） 2 （略）


